
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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定

款

に

記

載

さ

れ

た

目
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定
款
変
更
の

内

容

申
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っ
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年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
地

域
福
祉
活
動

支
援
協
会
人

間
大
好
き 

渡
邉 

壽
江 
広
島
県
東
広

島
市
八
本
松

町
飯
田
五
二

五
番
地
三

こ
の
法
人
は
、
高
齢

者
、
障
害
者
、
障
害

児
の
た
め
に
、
介
護

事
業
・
介
護
予
防
事

業
を
行
う
と
と
も

に
、
幼
児
・
児
童
の

た
め
の
地
域
で
の
交

流
事
業
や
、
生
徒
・

青
年
の
た
め
に
社
会

体
験
の
機
会
の
提
供

を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
在
宅
福
祉
の
増

進
及
び
子
ど
も
の
健

全
育
成
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
事
業
の
変
更 

・
誤
字
の
修
正 

平
成
二
六
年

七
月
二
日 


